
長野県（諏訪地域振興局）プレスリリース 令和８年(2026 年)５月 29日 

 

 

 

 

令和８年６月１日（月）から施行される長野県宿泊税の制度や使途について、観光客に

周知するため、観光客が集まる諏訪湖間欠泉センターにおいて、啓発活動を行います。 
※本啓発活動は、全県で実施される宿泊税の周知活動（５月 27日付け観光スポーツ部・総務部
プレスリリース「＼ いよいよ、６月１日から長野県宿泊税がスタート ／県内 10地域で周知・ 
広報活動を実施します」）の諏訪地域版です。 

 

日 時  

令和８年６月１日（月） 午後４時から（30分～1時間程度） 

 

場 所  

諏訪市湖畔公園（諏訪湖間欠泉センター周辺から野外音楽堂の区間） 

 

内 容  

・ポケットティッシュやリーフレットを配布し、観光客に対して長野県宿泊税に

対する周知します。 

 

その他 

・取材希望の場合、午後３時 50分に間欠泉センター横の遊歩道に集合ください。 

 

 

 

    

 

 

  

 

（ポケットティッシュデザイン）               （リーフレット） 

 

６月１日（月）～ 長野県の宿泊税制度がスタート！ 

周知のための啓発活動を諏訪湖間欠泉センターで実施します 

（問合せ先） 

諏訪地域振興局商工観光課 

担 当：宮坂、石田 

電 話：0266-57-2955（直通） 

    0266-53-6000（代表）内線 2111 

Email：suwachi-shokan@pref.nagano.lg.jp 

mailto:suwachi-shokan@pref.nagano.lg.jp

